
 

危機管理体制の充実と被災者支援の強化を求める意見書  

 

 ７月の西日本豪雨災害をはじめ、度重なる台風や地震といった自然災害によ

り、全国各地では様々な被害が生じている。 

京都府では、大阪府北部地震、西日本豪雨、台風20号、21号及び24号などの

連続した災害により甚大な被害が発生し、復旧途中での再三の被災は、生活再

建さえもままならない府民にとって大変大きな被害となっている。 

特に、京都府においては、台風21号により、強風による倒木、家屋損壊、停

電などが広い地域で発生し、人的被害、住宅被害のほか学校施設、文化財への

被害をはじめ、農林水産関係、河川、商工関係、病院などにも大きな被害が及

んでいる。 

ついては、国におかれては、国民の安心安全を確保するための危機管理体制

の強化、治山治水対策の見直し及び避難所の環境改善と充実を図るとともに、

住宅、学校、文化財、病院などをはじめ、被災されたあらゆる方への支援、復

旧のための取組を強化されるよう強く求める。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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